電子マネーの今後　〜Suicaの成功事例と資金決済法制定移行の推移を中心に〜　　07/10/2011
神野光祐　章構成：どういう順番で書くか決まってないのだけど、
· 定義
· 日本の普及状況
· 海外の普及状況
· Suicaの成功事例（歴史）
· 他の事例を少し
· 電子マネーを巡る法整備（商品券取扱法〜資金決済法）
· 資金決済法制定を踏まえた将来
· Suica成功の事例に学ぶ将来
といったことを書いていく予定。


1.概要（電子マネーの定義等）
[bookmark: _GoBack]　多くの人が電子マネーと認知している非接触型ICによる決済サービスは大別して2種類存在する。
　①プリペイド型の電子マネー
　　予め金額をチャージしてから利用するもの。
　　Edy, Suica Pasmo, Nanaco, WAON等、メジャーなものはほとんどプリペイド。
　②後払いの電子マネー
　　チャージは行わず、利用分を後日口座から差し引くもの。VISAタッチ、iD、QUICPayなど。

②については結局クレジットを非接触型ICに搭載しただけであり、決済時にバリューの移転が行われるわけではない。2つが混在しているとややこしいので、本論文では①を電子マネーとして扱うこととする。

Tips: 接触型と非接触型
銀行のキャッシュカードやクレジットカードのように、むき出しとなったICチップがカードに埋めこまれており、接触部分が見えるものを接触型ICカードと呼ぶ。カードを読み取り機に挿入して利用する。
一方非接触型とは、読取機をICの読み取り部分の接触は必要なく、ICをかざすことによって中身を読み取ることができるもの。

 ただし、非接触型ICカードのもののみを電子マネーと呼ぶわけでなく、アカウントに価値がプールされており、見えるものに価値が入っていないものでも電子マネーと呼ぶ。（PayPalやWebMoney等。）資金決済法の部分で詳述。

電子マネーの規格
タイプA (Phillips)　タイプB(Motorola)　フェリカ(SONY)
 海外ではこれらの規格が混在、日本はほぼフェリカで統一。

2.海外の状況

台北市の交通ICカード
　児童の安全保護の役割を持つ。
　現在位置を保護者が確認できるよう、登下校の際の改札通過時に保護者にメールが届く。

香港のオクトパスカード（八達通）
　15歳以上の国民への普及率9割以上を誇る。
　公共交通のほとんど（鉄道・バス・タクシー・航空・船舶）で利用可。
　電子マネーとしても利用可。
　上限：1000HKD
　匿名カードと、身分証としても使用できる識別カードがある。
　残高が0.1HKDでもあれば、35HKDまで残高を超えて使用できる
3.Suicaの成功事例

　Suica = Super Urban Untelligent CArd
「5つのコンセプト」
・「サービスアップ」
　・パスケースから定期券をいちいち出し入れするようなわずらわしさから開放される。
　・ICカードによって鉄道各社との共通乗車券が実現し、移動スムーズになる。
· 乗車券としての役割だけでなく、駅構内での売店で買い物ができるなど様々に利用でき、利便性が飛躍的に向上する。
・「セキュリティアップ」
　・カード偽造や変造などの不正を防げる。
　・不正乗車の防止につながる。
・「システムチェンジ」
　・駅におけるキャッシュレス化やチケットレス化が進み、駅業務の変革が進む。
　・駅業務が効率化して利用しやすい駅になる。
・駅務機器の「コストダウン」
　・ICカードシステムを導入することによってメンテナンスコストが削減できる。
　・券売機の台数を減らしたり、IC専用改札機を導入することによってイニシャルコストが削減できる。
・鉄道以外への「ビジネスチャンス」
　・内部記憶容量が大きくセキュリティの高いICカードを使った新たなビジネスが展開できる。
　・駅務機器の削減により駅に新たなスペースが生まれ、ビジネスに活用できる。



Suicaの特筆すべき点に、その普及速度がある。

2001年12月6日（開始から19日）：100万枚クレジットを比較対象に挙げると…

JCBグループ：40年で5000万枚。
三井住友カード：30数年で1300万枚(単体)



2002年10月：500万枚
2004年10月：1000万枚
2006年1月：1500万枚
2007年4月：2000万枚
2001年のサービス開始の時点では、東京100キロ圏の424駅
翌年：青梅線、八高線、鶴見線、東京モノレール、臨海高速鉄道
さらには仙台、新潟と拡大
2007年3月18日：PASMOとの相互乗り入れ
首都圏約1470駅とバス4500台が使えるように
→シームレスな世界最大規模の交通ネットワークシステム」が完成

Suica導入の検討

民営化直後の1987年の時点で、JR東日本において次世代出改札システムとしてのICカード利用に関する検討がなされていた。

前述の通り、ICカードには接触型と非接触型があり、読み取り速度の観点から接触型は除外、非接触型での導入の方向で進んでいた。
しかし、当時、ICカードを製造していた国内企業3社すべてが「リードオンリー」型であった。
「リードオンリー」の場合、データをセントラルサーバーで処理しなければならず、ラッシュアワーを想定すると現実的ではない。
→「リード/ライト」型がふさわしいという結論のもと試作が進んだが、磁気式の導入が決定。

1991年の磁気式導入が決まったため、設備交換が行われる10年後まで、必然的にICカードの導入は見送られることに。
ここまででは、Suicaの成功というのは結局改札を通る際の利便性に起因するものだという結果になる。Suica時代
・現金をいつでも自由にチャージすることによって残高不足による精算の手間などがなくなり非接触タイプのICカードにしたことにより、改札機にカードを入れてそれを再び受け取るといった手間も必要なくなった。

磁気式切符時代
・自動券売機で切符を買えるようになり、自動改札機の導入で、改札口が自動化された。
・オレンジカードにより、切符を買う際に現金を入れる手間を省いた。
・イオカードは、券売機で切符を買わなくても、カードが切符の役目を果たし、そのカードを自動改札機に通すことで改札口を通れるようになった。

切符時代
・駅の窓口で行き先を駅員に告げ、現金を払い、区間、運賃などが印字された1枚の切符を買う。
・改札で駅員に鋏を入れてもらって駅構内に進み、電車に乗る

「リードオンリー」型と「リード／ライト」型
　「リードオンリー」型は、ICカードの中に入っている情報を読み取るだけ。
　「リード／ライト」型は、ICカードの中の情報を端末が読み取ったり書き換えたりすることができるもの。
乗車駅や改札通過時間の記録、また、電子マネーの残高の書き換えといった点を考えると、自ずと「リード／ライト」型がふさわしいという結論にたどり着く。

「磁気式」
　テレホンカードや一昔前の定期券を思い浮かべるとわかりやすい。
　ペラペラしたカードを読み取り機に通して使う。
　カードの中の情報が書き換えられない点や、出改札速度の点から鉄道ではICのカードの導入がふさわしいと考えられていた。

→交通券としての普及を果たしたSuicaを電子マネーとして成功させた要因とは？
	
Suicaを電子マネーとして認知させ、一躍有名にしたのが、駅構内にあるecute。

雑貨からスイーツまで様々なジャンルの店が軒を連ね、全ての店ではSuicaが利用できた。

本来通り過ぎるだけだった駅のコンコースにおいて交通費としてチャージしておいたカードで買い物ができること、そして改札を通り過ぎる際にエラーにならないようにこまめにチャージしておくという国民性も相まって、Suicaは最も有名な電子マネーとなった。
	[image: ]
ecute品川



「自律分散システム」によるシステム障害時の大規模停止回避策

Suicaは全てのカードにIDが割り振られ、セントラルサーバーで管理されている。
しかし、当初は、このように中央で管理するか、ネットワーク化せずに独立させて運用（スタンドアローン）させるかで意見が割れた。
↑ネットワーク化すると、不具合が起きた際に大惨事になる。
　e.g. 銀行のシステム障害。
障害がラッシュ時に起きると新宿駅や東京駅も含めSuica適用範囲内全ての改札機能が止まる。一方でスタンドアローン型なら改札機1〜2台で故障がおきても、それが波及することはない。

しかし、ID管理により利用履歴を提供できたり、カードの紛失・盗難の際にも利用停止・再発行ができる。また、不正利用の履歴のあるカードを利用停止できるため、メリットも大きい。
そこから浮かんできたのが、センターサーバー、駅のサーバー、端末の3層のシステム（自律分散システム）。

自律分散システムの仕組み	中央サーバー
[image: ]


切断されても、改札機に履歴が保存されている。
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[image: ]	中央サーバー切断されても、駅サーバーに履歴が保存されている。




	 　駅サーバー



	改札機
中央サーバーは駅にある端末とは直接通信をせずに、各駅に設置した駅サーバーと通信を行う。
このようにしておけば、センターサーバーが故障したりセンターサーバーと駅サーバーの回線が切断しても、それぞれが独立して稼働するので被害が及ばない。
また、それぞれにデータが蓄積されているので、データ処理も行える。

　センターサーバー：26週間、半年分
　端末：3日分
　カード：20件

のデータが保存される。
故障が起きても、これらに保存されたデータにより処理が可能となる。



4. Suicaの成功例に学ぶ、電子マネーを使った施策（導入部分のみ）
・Suicaが成功に至った要素
i. 「タッチ＆ゴー」という、従来の「定期券をパスケースから取り出し、改札機に通す」動作を省略したこと
ii. 事前のチャージにより、精算が不要に、また、切符の紛失等のトラブルを回避
iii. 通勤者・通学者の誰もが持つ定期券であったこと

＜以上の要素から、保有者の増加へ＞

iv. このように保有者が増加した段階で、その残高をショッピングへと利用できるようになったこと
v. 既に多数が保有している物の適用範囲を広げて行ったため、囲い込みが達成できていること
vi. 電子マネー特有の利便性（パスケースから出す必要が無い、キャッシュレス等）


さらに要約すると、

保有範囲の拡大　×　適用範囲の拡大


が成功に至った要因と考えられる。

この法則(?)を利用して、行政と組んだ、ICカード（電子マネー）を利用した地域商店街の活性化を提案する予定（具体的な内容は次回）


5. 電子マネーを巡る法整備（商品券取扱法〜資金決済法）

元来、電子マネーは「プリペイドカード」という扱いであった。
当初それらを包括する法律は1932年に施行された「商品券取扱法」。

時を経て1990年に「前払式証票の規制等に関する法律（プリペイドカード法、通称プリカ法）が施行された。
プリカ法の概要

基準日の発行残高が1000万円を越えている場合、発行残高の1/2以上の供託を義務付ける。
ある程度、電子マネーの利用者保護が進んだ。

しかし、対象は「実体のあるもの」。つまり、カード等目に見えるものが対象で、サーバー上にのみバリューのある電子マネー（Bitcash, WebMoney等）は対象外だった。



そこで2010年4月に施行されたのが「資金決済に関する法律（資金決済法）」。
資金決済法の概要

紙、ICカード、サーバー等、媒体に限らず、前払式支払手段を利用する消費者を保護
プリカ法と同じく発行残高の1/2以上の供託義務付け
「資金移動業」の認可（ただし、1回100万円まで）
　→これまで、銀行以外に為替業務は認められていなかったが、それ以外の事業者が「資金移
　　動業」として登録することによって、送金サービス事業への進出が可能に。


資金移動業者の登場によって、どのように世の中が変わるのか？
　元来（現在でも）、個人同士の資金のやりとりは
· 現金の手渡し
· 現金書留の送付
· 銀行への振込み
　が、主な手段であった。
　しかし、これからは携帯電話が最大のリテール送金手段へ
　従来は、
　　・NTT docomo × みずほ銀行：ケータイ送金ただし、いずれも同キャリア間のみ

　　・KDDI × BTMU：じぶん銀行


　資金決済法により送金サービスが普及すれば、電子化されて携帯電話やインターネットで接続されているあらゆる事業者でや個人の間で金銭のやりとりが可能になる。



ソーシャルレンディングや個人作家が台頭する可能性も：直接お金を貸したり、出版社を通さずに電子書籍を発行し、電子決済を通じて読者から直接代金をもらうなど。
また、飲み会の割り勘の代金を後日個人の決済口座でやりとりすることも可能に。

最近の事例では、ソフトバンク・ペイメント・サービスがフィリピンへの送金業を開始。
島国で、ATMへのアクセスが悪いことや銀行による送金手数料の高さに鑑みて始めた、出稼ぎ労働者向けに8万円を限度とした送金サービス。
最短10分で、最高手数料が1350円と最安値。

海外では、既にこの仕組みが広がっている。
e.g. PayPal, Western Union, M-PESAなど
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